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登録特典「知っトク！納得！やっとく？」
（管理組合の『総会』ってなに？）編集後記

　今年3月、「知っトク！納得！やっとく？」と題した『総会』をテーマとした冊子を作成し、「基本用語集」や「掲
示用チラシ（二次元コードから冊子、用語集をご覧いただけます）」、「お問い合わせ先一覧」をセットにし
て、当機構にご登録いただいた管理組合様にお送りしました。
　もう、ご覧いただけましたでしょうか。

冊子をご覧になられましたら、アンケートに協力ください。
アンケートはこちらから→

　本冊子は、当機構に参画している士業6団体（大阪弁護
士会、大阪司法書士会、大阪土地家屋調査士会、（公社）大
阪府不動産鑑定士協会、近畿税理士会、（公社）大阪府建
築士会）と3つの公共団体等（大阪市、大阪市住宅供給公
社、（独）住宅金融支援機構近畿支店）から派遣された委員
等総勢29名が1年をかけて作成しました。
　今回の冊子テーマを選定するに当たっては、当機構で開
催した管理組合交流会で話題に上がった管理にかかる課
題の解決策について、区分所有法等の改正の状況や国土
交通省のガイドラインを参考に管理会社へのヒアリングな
ども行い、議論を重ねました。
　その中で、区分所有法等の改正では『総会』決議の円滑
化のための多数決要件の緩和や、多くの管理組合が課題
としている「役員のなり手不足」の対策として管理業者管
理者方式が既に導入されていることの影響などから、最高
意思決定機関としての『総会』の意義を区分所有者自身が
十分に理解することが一層重要になってきていることを確
認しましたので、今回のテーマに選定しました。
　これまでは管理組合の役員の方に向けて冊子を作成し

てきましたが、管理組合運営を活発にするには区分所有者
の方々がマンション管理に興味を持つことが大切なため、
今回は特に区分所有者のお一人お一人に読んでいただけ
ることを目標に、イラストを増やして読みやすく、内容につ
いても簡易な表現となるよう心掛けました。
　加えて、冊子に関連する「基本用語」や「掲示用チラシ」を
新たに作成しましたので、チラシの二次元コードを読み取
れば、冊子も基本用語もスマートフォンで閲覧できるよう
にするなど工夫に努めました。
　ぜひ、チラシを掲示板やエレベータ内に貼っていただく
など、広く周知していただき、少しでも管理組合活動のお
役に立てていただけましたら幸いです。

管理組合交流会 開催報告
日　　程：令和７年３月９日（日）

会　　場：大阪市立住まい情報センター5階研修室

令和６年度

■話し合われた主な内容

■参加者の意見・感想

　今回は、話したいことや聞いてみたいことによって、2つのグループに分かれていただき、発言の機会が公平になるように10人
単位で開催しました。
　また、弁護士と建築士も車座に加わることで、専門家の意見が即座に聞けるようにしました。

第1部（テーマ：管理会社との関係・組合運営について）
◇管理会社の担当者に関して
•担当者個人の属人性だけで管理会社の優劣を評価すること
を避けるための、管理会社との関わり方について
•管理会社と管理組合の双方が納得できる管理委託契約書に
記載する業務内容等を詳細に決めることの良否について
　（〇〇してくれない、契約に含まれていないなどお互いの誤
解を防ぐ）
◇理事・区分所有者に関して
•管理会社と対等なパートナーの関係を築くため、理事が知
識を身に付ける方法について
•一人でできることには限度があるので、区分所有者みんな
で管理することについて
•外部の専門家の活用方法について
◇区分所有者どうしの意識の格差に関して
•無関心な区分所有者が多いことについて
•率先してセミナー等に参加して情報を発信し続け、仲間を
増やすことについて

◇管理業者管理者方式に関して
•積極的な提案を行う管理会社への対応について
•区分所有者の同意を得る方法について

第2部（テーマ：大規模修繕工事の進め方について）
◇大規模修繕工事の業者選定に関して
•設計、監理のコンサルタントを選定する方法について
•設備の修繕事業者を選定する方法について
•管理組合が直接発注するための準備について
•工事請負契約書を作成する際の注意点について
◇小規模修繕工事の場合の業者選定に関して
•地域の工務店や設備事業者を活用した修繕の掛かりつけ医
的な運営について
•近隣の工事現場での業者に関する情報収集について
•見積の妥当性をチェックする方法について

■専門家からの提言

•管理会社と管理組合の関係は管理委託
契約で成り立っているので、属人的な感情論ではなく、契
約事項の履行状況で良否を判断することが必要。また、至
らない点は明確にして、改善を申し入れることが大切。
•区分所有者は重要事項の説明を受ける際に、疑問点を解
消することが重要。
•外部管理者方式等の導入検討にあたっては、国土交通省
「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライ
ン」に留意点などの記載があるので確認してもらいたい。

◇大変有意義な時間だった。
◇専門家の意見をもっと多く聞きたかった。
◇色んな考え方の意見があることがわかり、参考になった。
◇交流時間が短く感じた。
◇ひとつのテーマについて掘り下げた意見交換がしたかった。

時間
定員
参加者

第１部
13:00～14:30
10名
８名

第２部
15:00～16:30
10名
10名

第1部 開催状況 第2部　開催状況

•事業者の選定にあたって、管理組合が相見積もりの結果
で判断できるように管理会社が支援を行うことは一般的。
•設計、監理のコンサルタントも施工会社も特定の事業者
に偏らないようにするには、設定する公募条件が重要。
•無料で利用できる専門家相談もあるので、活用して情報
を収集することが必要。

こちらから冊子と基本用語集
をご覧いただけます

●大阪弁護士会

　千葉 輝顕氏

●公益社団法人大阪府建築士会

　南 直樹氏


